
1 

 

久喜市がん患者アピアランスケア用品購入費助成事業Q＆A 

No 質問 回答 

1 どのようなものが対象となりますか。 以下の 2区分となります。 

① ウィッグ、ウィッグの装着に必要な頭皮保護ネッ

ト、帽子等、 

② 補整具、補整下着、エピテーゼ、ネイルチップな

ど、がん治療に伴う外見の変化に対処するための

アピアランスケア用品 

いずれも購入して１年以内のものが対象となります

が、区分②については令和８年４月１日以降に購入し

たもののみとなりますのでご注意ください。 

ご不明な場合は、地域保健課（中央保健センター）ま

でお問い合わせください。 

2 保険適応で購入した弾性着衣は対象と

なりますか。 

保険適応を受けたものは差額分も含めて対象外とな

ります。その他、補装具支給制度などほかの制度で同

等の補助、または給付の対象となるものは対象外とな

ります。 

3 民間の保険で助成を受けたのですが、対

象となりますか。 

公的助成を受けていないものについては助成対象と

なります。 

4 アピアランスケア用品は医療用のみに

限りますか。 

がんの治療に伴う外見の変化を補整するためのアピ

アランスケア用品であれば、医療用でなくても対象と

なります。 

5 人工乳房を体内に埋め込む手術を受け

ましたが対象になりますか。 

乳房再建手術によって体内に埋め込まれたものにつ

いては助成対象とはなりません。 

 

6 がん以外の病気で脱毛した場合に購入

したウィッグも対象になりますか。 

がんの治療に伴って購入したアピアランスケア用品

のみが対象となります。 

 

7 助成金額はいくらですか。 助成金額は、消費税を含みそれぞれの区分で上限 1万

円となります。 

8 １万円に満たないものを複数購入しま

した。助成は、1人１つまでですか。

合算して申請することはできますか。 

同じ区分の用品で 1 万円未満のものを複数購入した

場合は、購入日から申請日までが 1年以内であれば、

合算して申請することができます。 

9 ウィッグをレンタルする場合は、レンタ

ル料も助成されますか。 

あくまでも購入した方に助成する制度ですので、レン

タルの場合は対象になりません。 

10 ポイントを利用して購入した場合は助

成対象になりますか。 

ポイントを利用した場合には、ポイント分は助成対象

外とさせていただきます。 
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No 質問 回答 

11 インターネットで購入したのですが、送

料もとられました。送料も助成金に含ん

でいいですか。 

送料は助成対象外となります。対象経費はアピアラン

スケア用品の購入費のみとなりますので、それ以外の

付属品の経費なども対象外となります。 

12 助成の回数は何回ですか。 それぞれの区分について、一人につき 1回限りです。

助成金額が 1万円未満であっても、1回限りになりま

す。 

13 

 

過去にウィッグ購入費の助成を受けた

ことがあるのですが、新たにアピアラ

ンスケア用品についても助成を受ける

ことはできますか。 

可能です。「ウィッグ」と「アピアランスケア用品」の

区分で、それぞれ 1回ずつ助成を受けることができま

す。 

14 申請の際、必要なものは何ですか。 

 

 

以下の 3点をご用意ください。 

① がんの治療を受けていることが分かる書類（診断

書、病状説明書、治療方針計画書など）の写し 

② アピアランスケア用品の購入に係る領収書（対象

者氏名、購入日、金額、品目、購入先が明記されて

いるもの）等明細が分かるものの原本 

③ 振込先の金融機関、支店、口座番号が分かるもの

の写し（通帳の写し等） 

15 「がん治療が受けていることが分かる

書類」とは、具体的にどのようなもので

すか。 

医師の診断書、治療方針計画書、説明同意書、診療明

細書、手術に関する書類などの治療内容が分かる書類

です。 

ウィッグを申請される場合、がんの診断を受けている

こと、抗がん剤等副作用で脱毛が生じる治療を受けて

いることが分かる書類が必要です。 

16 過去にウィッグ購入費の助成を受けま

した。その際に提出した診断書を用い

て、新たにアピアランスケア用品の購入

費の助成を受けたいのですが、可能です

か。 

過去に提出していただいた書類を確認しますので、地

域保健課（中央保健センター）までご相談ください。 

17 領収証がないのですが、レシートで申請

できますか。 

店舗によってはレシート発行時に領収証の発行がで

きるようです。発行が難しい場合には、必ず対象者氏

名、購入日、金額、品目、購入先が明記されている書

類を提出してください。 

18 領収証の宛名は空欄でもいいですか。 空欄、「上様」等では申請できません。領収証の宛名は

助成対象者のフルネームを記入してもらい、提出して

ください。 
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No 質問 回答 

19 領収証の宛名が対象者以外のものしか

ない場合、どうすればよいでしょう

か。 

原則、領収証の宛名は対象者の方の名前が記入された

もののみを受け付けています。購入元に領収証の宛名

の変更を依頼するか、変更できない場合には「使用者

は○○（対象者名）」と明記（購入先の店舗に記入して

もらう）された領収証をお持ちいただくか、委任状を

ご提出ください。 

20 いつまでに申請すればよいでしょう

か。 

購入後 1年以内に申請してください。複数の用品を申

請する場合、すべての購入日から１年以内に申請して

ください。 

例：令和８年４月１日購入の場合、令和９年３月３１

日まで申請可能。 

21 がんの治療をこれから受ける予定でウ

ィッグを購入したいのですが、申請す

ることはできますか。 

脱毛が想定される抗がん剤治療を受ける予定である

ことがわかる書類（医師からの治療方針計画書など）

を提出することができれば申請可能です。 

22 未成年者の代理の者が申請する場合は

どうすればよいでしょうか。 

代理申請される方の本人確認書類（運転免許証等）を

ご提示ください。 

23 親の申請をしたい場合はどうすればよ

いでしょうか。 

委任状の提出と代理申請をされる方の本人確認書類

（運転免許証等）をご提示ください。 

24 成年後見人が申請をする場合はどうす

ればよいでしょうか。 

成年後見人とわかる書類（登記事項証明書又は審判所

謄本と確定証明書）をご提示ください。 

25 がんの手術を受けたのは 10年前とな

りますが、先日補整下着を買い替えま

した。購入後 1年以内で初回の助成利

用の場合は、治療が終了していても対

象になりますか。 

過去に治療を受けていた方も、アピアランスケア用品

を令和 8 年 4 月 1 日以降に購入し、購入日から１年

以内に申請していただければ対象となります。ただ

し、がんの診断を受けたこと、かつ、がん治療を受け

たことでアピアランスケア用品を必要とすることが

が分かる書類の写しが必要となります。（書類が見当

たらない方は、地域保健課までご相談ください） 

 

 


